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-------------------------------------------------------------------------------------- 

高年齢者の労働災害防止のための 

指針案について 

 

高年齢労働者の労働災害防止対策に関する

検討会で「高年齢者の労働災害防止のための

指針」の案が示されました。指針は、令和８年２

月に公示され、令和８年４月１日より適用される

予定となっています。 

 

◇「高年齢者の労働災害防止のための指針」と

は 

この指針は、高年齢者の特性に配慮した作業

環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働

災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努

めなければならない措置に関し、その適切かつ

有効な実施を図るためのものです。 

 

◇事業主が講ずべき措置 

以下の１～５に掲げる事項について、各事業

場における高年齢者の就労状況や業務の内容

等の実情に応じて、国、関係団体等による支援

も活用して、実施可能な対策に積極的に取り組

むことが必要とされます。 

１ 安全衛生管理体制の確立等 

① 経営トップによる方針表明及び体制整備 

② 高年齢者の労働災害防止のためのリスク

アセスメントの実施 

２ 職場環境の改善 

① 身体機能の低下を補う設備・装置の導入 

② 高年齢者の特性を考慮した作業管理 

 

３ 高年齢者の健康や体力の状況の把握 

① 健康状況の把握 

② 体力の状況の把握 

③ 健康や体力の状況に関する情報の取扱

い 

４ 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 

① 個々の高年齢者の健康や体力の状況を

踏まえた措置 

② 高年齢者の状況に応じた業務の提供 

③ 心身両面にわたる健康保持増進措置 

５ 安全衛生教育 

① 高年齢者に対する教育 

② 管理監督者等に対する教育 

 

◇労働者と協力して取り組む事項 

事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業

環境の改善、作業の管理その他の必要な措置

を講ずるよう努める必要があり、個々の労働者

は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスク

につながり得ることを理解し、労使の協力の下で

取組みを進めること。 

 

 高年齢者に安心して活躍してもらえるよう、公

示された指針をもとに、必要な措置を講じていき

ましょう。 
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2026 年４月施行 女性活躍推進法改正のポ

イント 

 

女性活躍推進法について、2025 年 12 月 23

日に「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律に基づく一般事業主行動計画等に関

する省令の一部を改正する省令」及び「事業主

行動計画策定指針の一部を改正する件」が公

布されました。 

これは、2026 年４月１日の改正法施行に向

け、企業に求められる対応内容や情報公表の

考え方を具体的に示したものです。 

 

◇新たに義務付けられた情報公表 

改正省令・指針により、企業が公表すべき情

報の内容が拡充されます。特に、女性管理職比

率の公表義務が拡大され、従業員 101 人以上

の企業も対象となります。これまで義務とされて

きた男女間賃金差異の公表に加え、職業生活

に関する機会の提供の状況や、仕事と家庭の

両立支援に関する取組実績についても、企業の

実情に応じて公表することが求められます。 

 

◇公表が求められる具体的な項目 

義務付けられる主な情報項目は以下のとおり

です。 

・男女間賃金差異 

・女性管理職比率 

これらは、従業員数 101 人以上の企業すべて

で義務化されます。加えて、選択して公表する項

目として次のようなものがあります。 

・女性労働者に対する職業生活に関する機会の

提供実績（採用割合、係長級における女性比

率など） 

・職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環

境の整備の実績（男女別育児休業取得率、

有給休暇取得率など） 

これらは企業ごとの事情に応じて、複数選択

して公表します。 

 

初回の「男女間賃金差異」および「女性管理

職比率」の情報公表は、改正法の施行後に最

初に終了する事業年度の実績を、その次の事

業年度の開始後おおむね３か月以内に公表す

る必要があります。公表は自社ホームページま

たは厚生労働省が運営する「女性の活躍推進

企業データベース」などを活用し、年１回以上の

更新が求められます。 

 

 

認定事業者マーク「こまもろう」を制定 

～こども性暴力防止法施行まであと１年 

 

こども性暴力防止法（学校設置者等および民

間教育保育等事業者による児童対象性暴力等

の防止等のための措置に関する法律）の施行が

令和８年 12 月 25 日に決まり、こども家庭庁は、

昨年 12 月 25 日に、国から認定を受けた事業者

が表示する「こまもろうマーク」を発表しました。 

 

◇「日本版ＤＢＳ」とは 

こども性暴力防止法の施行と同時に、「日本

版ＤＢＳ」が運用開始となります。「日本版ＤＢＳ」

とは、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を

確認する制度です。この制度は、学校（幼稚園、

小中高など）や認可保育所、障害児施設など、

公立・私立を問わずすべての施設や事業者が

義務の対象となります（法定事業者）。また、放

課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブ、認可

外保育事業などの民間事業者は、こども家庭庁

に申請し、認定を受けた場合に対象となります

（認定事業者）。 

 

◇法施行に向けた取組み 

「こまもろうマーク」には、「認定事業者マーク」

と「法定事業者マーク」の２種類があります。これ

らのマークは、法に定められた基準を満たす施

設・事業者のみによって表示されます。いずれも

施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広告、求

人広告などに表示されることで、子どもや保護者

等が自然と目にし、子どもへの性暴力を防ぐ取

組みを行っていることを認識できる環境づくりを

進めるものとしています。 

今後、こども性暴力防止法の施行に向けて

「こまもろうマーク」を幅広く周知し、子どもに対し

て教育・保育などを行う事業者においては、この

マークや「日本版ＤＢＳ」を活用し、子どもを性暴

力から守るための環境整備や取組みを行ってい

く必要があります。 


